リース契約書

本契約は、株式会社〇〇（以下「リース会社」という。）が保有する機器等を、株式会社△△（以下「ユーザー」という。）に賃貸（リース）することについて、当事者間の権利義務を定めるため、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
リース会社は、本契約に基づきユーザーに対し、別紙リース物件明細書に記載の機器・設備（以下「本件リース物件」という。）を貸与し、ユーザーはこれを使用料（以下「リース料」という。）を支払って使用することを目的とする。

第2条（リース期間）
1. リース期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇年間とする。
2. 契約期間満了の1か月前までに、いずれの当事者からも書面による解約申出がない場合、本契約は同一条件で1年間自動更新されるものとする。
3. 中途解約は原則として認めない。ただし、やむを得ない事由がある場合、リース会社の承諾を得て解約できるものとし、その際は残存期間分のリース料を一括で支払う。

第3条（リース料および支払方法）
1. リース料は、月額〇円（消費税別）とし、リース期間中、毎月〇日限りでリース会社指定の口座に振込送金の方法で支払う。
2. 振込手数料はユーザーの負担とする。
3. リース料は物件の使用状況にかかわらず支払義務を負うものとし、ユーザーの責に帰すべき理由による不使用の場合も免除されない。

第4条（所有権および占有）
1. 本件リース物件の所有権は、常にリース会社に帰属する。
2. ユーザーは、リース期間中、自己の責任において本件リース物件を善良な管理者の注意をもって使用し、保管するものとする。
3. ユーザーは、本件リース物件に所有権表示のシールまたはプレートを貼付することを妨げてはならない。

第5条（使用・管理義務）
1. ユーザーは、本件リース物件を本来の用途および仕様に従って使用し、リース会社の承諾なく改造・移転・転貸・担保設定等を行ってはならない。
2. 本件リース物件の使用に関して法令上の許可・届出が必要な場合、ユーザーが自己の責任で取得・維持する。
3. ユーザーは、本件リース物件の管理・保守・修繕を自己の費用と責任で行う。

第6条（故障・滅失・盗難）
1. 本件リース物件が故障または滅失・盗難に遭った場合、ユーザーは直ちにリース会社に報告し、その指示に従うものとする。
2. 前項の場合、ユーザーの責に帰すべき事由によるときは、修理費・代替費を負担する。
3. リース期間中において、不可抗力による滅失・損傷があった場合、ユーザーは免責されるものとするが、その事実を証明しなければならない。

第7条（保険加入）
ユーザーは、リース期間中、本件リース物件に対し、火災・盗難・破損等を補償する動産総合保険その他適切な保険に加入し、リース会社の求めに応じて保険証書を提示する。

第8条（譲渡・転貸の禁止）
ユーザーは、本件リース物件および本契約上の地位を、第三者に譲渡・転貸・担保提供してはならない。

第9条（リース会社の検査権）
リース会社は、必要に応じてユーザーの施設等に立ち入り、本件リース物件の設置状況・使用状況を確認できるものとする。
ユーザーはこれを妨げてはならない。

第10条（契約解除）
リース会社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず本契約を解除できる。
1. リース料の支払いを2回以上怠ったとき
2. 差押・仮差押・競売・破産等の申立てを受けたとき
3. 無断で本件リース物件を転貸・移転したとき
4. 重大な契約違反があったとき
契約解除後、ユーザーは直ちに本件リース物件を原状に復して返還しなければならない。

第11条（損害賠償）
ユーザーが本契約に違反してリース会社に損害を与えた場合、リース会社はユーザーに対し損害賠償を請求できる。
損害には、回収費用・修繕費・未払いリース料・弁護士費用を含む。

第12条（契約終了および返還）
1. リース期間満了または本契約終了時、ユーザーは速やかに本件リース物件をリース会社に返還する。
2. 返還費用はユーザーの負担とする。
3. 返還時に通常の使用による損耗を超える損傷がある場合、ユーザーはその修理費を負担する。

第13条（不可抗力）
地震、火災、風水害、戦争、法令改正等、当事者の責に帰すことのできない事由により契約の履行が困難となった場合、当該当事者はその責任を負わない。ただし、速やかに相手方へ通知し協議するものとする。

第14条（契約上の地位の譲渡禁止）
ユーザーは、リース会社の書面による承諾なく、本契約上の地位を第三者に譲渡または担保に供してはならない。

第15条（紛争解決）
1. 本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
2. 協議によっても解決しない場合は、リース会社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、リース会社およびユーザーが署名押印のうえ、各自1通を保有する。



令和　年　月　日

リース会社　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

ユーザー　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

